
国民投票法改正案（７項目）について 
 

○日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案 

(細田博之君外６名提出、第 196 回国会衆法第 42 号)【自民、公明、維新、

希望】 

 

（１）概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）経過 

第 196回国会(常) 

H30. 6.27 議案提出 

H30. 7. 5 趣旨説明聴取 

H30. 7.20 ①閉会中審査手続（継続審査） 

第 197回国会(臨) H30.12.10 ②閉会中審査手続（継続審査） 

第 198回国会(常) R 1. 6.26 ③閉会中審査手続（継続審査） 

第 199回国会(臨) R 1. 8. 5 ④閉会中審査手続（継続審査） 

第 200回国会(臨) R 1.12. 9 ⑤閉会中審査手続（継続審査） 

第 201回国会(常) （今国会） 
 

①「選挙人名簿の閲覧制度」への一本化 

②「出国時申請制度」の創設 

③「共通投票所制度」の創設 

④「期日前投票」の事由追加・弾力化 

⑤「洋上投票」の対象拡大 

⑥「繰延投票」の期日の告示期限見直し 

⑦投票所へ入場可能な子供の範囲拡大 

公職選挙法 

国民投票法改正案 
（第 196 回衆法第 42 号。自公維希

提出） 

 
（平成 28 年成立 施行済） 

令和２年５月 28日 憲法審査会 
自由民主党・無所属の会 新藤義孝 
出典：衆議院議員 新藤義孝 



考えられる「国民投票におけるＣＭ規制」のあり方（メモ） 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（Ａ）ＣＭ量の賛否平等取扱いに 
関して「法的規制」を行う場合 

（Ｂ）「自主的取組」によりＣＭ量の
賛否平等取扱いを実現する場合 

（Ｃ）自主的取組を後押しするために 
何らかの「法的措置」を定める場合 

（Ｄ）国民投票広報協議会の活動を充実強化する場合 

 

例えば… 

・ 全ての主体について発議後 

全期間禁止 

・ 政党のみ発議後全期間禁止 

  （あるいは、上限設定） 

 

 

例えば･･･ 

・ 運動資金規制 

（収支透明化・支出限度額等） 

 

 

 

 

例えば… 

・ 政党間の申合せ（紳士協定）
により、ＣＭ出稿を自粛（ある
いは、上限設定） 

 
 
現行法では、放送事業者の自主的取組として

放送法と民放連「考査ガイドライン」等 

例えば、放送事業者のほかにも… 

・ 新聞・雑誌社の自主的取組 

・ ネット事業者の自主的取組 

《賛否平等の公営広報を充実》 
例えば… 

・ ＣＭを含めてその広報活動全般について賛否平等が法定されている国民投票広報協議会の活動を、 
法的措置又は運用によって充実強化 

 

《直接的規制》 《出し手側の自主的取組》 

《間接的規制》 《受け手側の自主的取組》  

例えば… 

・ 各事業者の自主的取組を求

める旨の「訓示規定」 

・ 国民投票広報協議会による

各事業者の自主的取組に関す

る「ガイドラインの作成」 

《受け手側の自主的取組の後押し》 

令和２年５月 28日 憲法審査会 
自由民主党・無所属の会 新藤義孝 
出典：衆議院議員 新藤義孝 


